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草津市長 橋川

(子 ども家庭課)

個人情報の取扱いに関する報告書

草津市個人情報保護条例 (第 7条第 4項、第 10条第 2項)の規定に基づき下記のと

お り審議会へ報告します。

言己

1 本人以外の収集について (条例第 7条第 1項第 6号および第 7号関係)

2-思想下信条等櫂関芋る佃共情報の象扱いについ率黎条例第子条第与項第与尋関係>

3 目的外利用および外部提供について (条例第 10条第 1頂第 6号から第 8号 )

滞

事務の内容 取り扱う理由 取り扱う個人情報の内容 主管課等
低所得の子育
て世帯に対す

る子育て世帯

生活支援特別

給付金 (ひ と

り親世帯分 )

給付事務

給付金 (ひ とり親世帯分 )

の対象者を確定させるため

別表のとお り 子ども家庭課

事務の内容 本人以外から収集する理由
収集する個人

情報の内容
収集先 主管課等

事務 i夕)内容
目的外利用・外部

提供の目的

目的外利用・

外部提供する

個人情報の内容

目的外利

用・外部

提供先

主管課

等

提供先に対す

る措置

低所得の子育
て世帯に対す

る子育て世帯

生活支援特別

給付金 (ひ と

り親世帯分 )

給付事務

児童扶養手当情

報を活用 し、給付

金を迅速に支給

するため。また、

重複支給の防止

等のために、他機

関等と連絡調整

を行 う必要があ

るため。

別表のとお り 地方自治

体

子ども

家庭課

自治体の個人

情報保護条例

に基づく取扱
いを要求



低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金 (ひ とり親世帯分)支給事業に係る利

用情報

【利用する情報一覧】

○ 目的外利用

【所管課から情報提供を受けるもの】

O 本人以外の収集および外部提供について

【イ也の自治体と情報の連絡調整を行うもの】

根拠法 主な内容 収集する情報 提供元

①
児童扶養手当

法

基準 日 (令和 3年 3月 3

1日 )における児童扶養

手当受給者
受給者氏名 (カ ナ、漢

字)、 生年月 日、対象児

童氏名 (漢字、カナ)、

対象児童生年月日、住所
に関する情報および児童

扶養手当振込日座情報

子ども家庭課給付金 (ひ とり親世帯

分)の 申請締切 日までに

新たに児童扶養手当の認

定を受けた者

項 目 主な内容 収集・提供する情報 提供元・提供先

②

給付金

(ひ とり親

世帯分)の
受給状況

給付金 (ひ とり親世帯

分)の支給対象者に係る

給付金 (ひ とり親世帯

分)の受給状況について

受給者氏名 (カ ナ、漢

字)、 生年月 日、対象児童

氏名 (漢宇、カナ)、 対象

児童生年月 日、住所に関

する情報

地方自治体


